
木津川市国民健康保険運営協議会　会議経過要旨
	会議名
	平成２５年度第１回木津川市国民健康保険運営協議会

	日時
	平成２５年８月１日(木)
午後２時から午後４時００分
	場所
	木津川市役所　全員協議会室

	出席者
	委員

■：出席

□:欠席
	１号委員

（被保険者代表）
	■市川光輝 委員、■桝井惠子 委員、□尾崎田鶴 委員

■樋垣育夫 委員、■村上惠子 委員、□中田勝彌 委員

	
	
	２号委員
(保険医・保険薬剤師代表)
	■飯田泰啓 委員、■岡村明人 委員、■若菜和雄 委員

■上林豊彦 委員、□大西　太 委員、■山口政延 委員

	
	
	３号委員

（公益代表）
	■吉田　茂 委員、■池田昌弘 委員、■辻　清康 委員

■山本　貢 委員、■森本茂子 委員、■森　好美 委員

	
	市理事者
	■田中副市長、■岩木保健福祉部長

	
	
	

	
	庶務（事務局）
	（国保医療課）森保健福祉部次長兼国保医療課長、
中島主幹、岩井課長補佐

	傍聴者
	３ 名

	議題


	１．開会
２．資格審査

３．副会長あいさつ
４．市長あいさつ

５．役員（会長）の選出

６．会議録署名委員の指名

７．議事

　（１）平成２４年度木津川市国民健康保険特別会計決算について

　（２）後発医薬品利用差額通知等について
　（３）その他

８．閉会

	会議結果要旨


	１．開会

　　　・　開会宣言

　　　・　新委員の紹介
２．資格審査
・　会議成立の資格審査
３．副会長あいさつ
　　　・　森副会長あいさつ
４．市長あいさつ

　　　・　田中副市長（市長代理）あいさつ

５．役員（会長）の選出

　　　・　任期満了に伴う新役員（会長）の選出
　　　・　新役員（会長）の就任あいさつ
６．会議録署名委員の指名
　　　・　協議会の定めによる会議録署名委員の指名
７．議事
（１）平成２４年度木津川市国民健康保険特別会計決算について
・　平成２４年度木津川市国民健康保険特別会計決算の分析結果説明
・　質疑・応答

（２）後発医薬品利用差額通知等について

　　　　・　後発医薬品利用に係る再考後の趣旨説明
　　　　・　質疑・応答

（３）その他

　　　　　・　意見及び質疑・応答

８. 閉会
・　議事終了及び議長降壇
・　閉会宣言

	会議経過要旨


	１．開会

　　　事務局が開会を宣言した。
２．資格審査

委員１８名中 １５名の出席により、会議が成立していることを確認した。
３．副会長あいさつ
　　　　森副会長が開会に際してのあいさつを行った。
　　　　要旨は、次のとおり。

・　新委員をはじめ各委員には、今後とも協議会運営にあたって協力をお願いしたい。
　　　　　　・　今回の議事案件を紹介し、慎重なる審議をお願いしたい。
４．市長あいさつ

　　　河井市長の代理として田中副市長があいさつを行った。
要旨は、次のとおり。
·  国保財政は、被用者保険に比べて高齢者や低所得者の加入割合が高い
ことなど構造的な問題を抱えている。

·  経済情勢の好転に期待が寄せられる一方、保険税収入額の伸び悩みや
高齢化進展等による医療費の増加など、保険運営は一層厳しい状況下に
置かれている。
・　持続可能な制度となるよう国に対して要望を行うとともに、社会保障制度改革の動向を注視しながら、引続き国保事業運営の安定化に努めていきたいと考えているので、今後とも委員の皆様のご協力をお願いしたい。
５．役員（会長）の選出

　　　　会長が任期満了となったことに伴い、新会長の選出を行った。
　　　　吉田委員が引き続き会長に就任した。

　　　　吉田会長が再就任に際してのあいさつを行った。
６．会議録署名委員の指名
会議録署名委員として山本委員と山口委員を指名した。
７．議事
　　　　吉田会長が議長となり議事を行った。

　（１）　平成２４年度木津川市国民健康保険特別会計決算について

【配布資料】

　　・　平成２４年度木津川市国民健康保険特別会計決算書
　　・　平成２４年度国民健康保険特別会計 主要施策 成果の報告書

　　・　参考資料１決算分析

【事務局説明の概要】

　　　実質収支では約9,000万円の黒字だが、単年度に着目した収支では5,000万円の赤字となっている。これは、収入面で全体の収納額や収納率が増加しているものの、１人当たり保険税調定額や基準所得金額は減少している。その一方、支出面では保険給付額が大幅に増加していることが要因であると考えられる。
今後は、医療費分析等を通じて動向を把握するとともに、保健事業等の推進や啓発を強化し、中長期的な国保運営の安定を図る必要がある。
　　　　【主な質疑・応答】（○…質疑・意見、➤…質疑に対する応答）
○　コンビニ収納の利用は増加しているのか。
　　　　　　➤　月々の利用件数は増加傾向にある。
○　保険給付の増加の詳細は。
➤　前年比で最も伸びているのが高額療養費で１２．３％増、続いて療養給付費が４．７％増となっている。
○　高額療養では１件当たりの給付額が高額化し、被保険者間における医療費の給付分布に偏りがあるのではないか。
➤　高額療養費も現物給付化されており個々に対する分析はし難いが、当市においても全国的な傾向と同様の状況にあると考えられる。

　（２）　後発医薬品利用差額通知等について
　　　　【配布資料】

　　・　参考資料２　後発医薬品の更なる使用促進のためのロードマップ
　　　　　　・　参考資料３　後発医薬品利用差額通知について（府内基準）抜粋
　　　　　　・　事業計画（案）

【事務局説明の概要】

・　国の指針で、２０１３年３月までに後発医薬品使用率を数量シェアで６０％以上にするとされた。それに向けて国が６つの取組みを示しているが、そのうちの１つに被保険者が取組む事項として後発医薬品差額通知事業の推進が掲げられている。
・　京都府の国保広域化協議において、後発医薬品の利用差額通知に関しての府内統一基準が作成された。先発医薬品を利用している被保険者に対し、後発医薬品に切り替えた場合の自己負担額の軽減可能額を情報提供するという趣旨のもと、対象医薬品、通知対象者の基準を設け、医師会や薬剤師会の理解を得ながら取り組みを進めようとするものである。
・　医療費が急激に増加している状況下で、今後の財政運営上、保険税にも影響が及んでくるという懸念がある。その対策の一つとして後発医薬品の利用促進が挙げられる。後発医薬品の利用にあたり問題とされている安定供給や品質確保等の点については、一保険者で改善することはできない。保険者として実施できる取り組みが差額通知の実施である。当市としても、仮に実施するとなった際には府内統一基準のもと、被保険者自らが後発医薬品を利用するか否かの選択ができるよう十分な情報を記載した通知にしたい。
　　　　　　・　前回の協議会で一部保留となった事業計画における後発医薬品（ジェネリック医薬品）の利用促進について、「差額通知や使用啓発等について実施に向けての検討を行う」という文言から、「差額通知や使用啓発等も検討を行う」という文言に改め、再度提案を行う。
　　　　【主な質疑・応答】（○…質疑・意見、➤…質疑に対する応答）
○　木津川市の数量ベースにおける後発医薬品利用率の現状は。算出に当たっては分母に後発医薬品が存在しないもの等は入れるべきではない。
➤　例として、今年４月の調剤分では約３割である。なお、分母がどうであるかについて、現在の国保連合会と共同しているシステムではわかりかねるが、以前の算出方法に基いているものと推測される。
○　府の統一基準が示されているが、市としての実情を踏まえ、独自の観点を加えて詳細を詰める必要があるのではないか。また、通知書の文言においても“効果が同一である”、“安全性が確保されている”、“薬代が軽減される”などと断言する文言は避けた方が良い。
➤　府下では後発医薬品利用差額通知に関しほとんど取り組まれていなかったが、協議が重ねられ平成２３年頃に統一基準が作成された。まだ個別具体的に詳細な設定に至っていない時点のものなので、当市として実際に取り組むこととなれば、医師会や薬剤師会など関係機関と協議した上でより良いものにしていきたい。
○　後発医薬品は安全性や安定供給の面からも問題があり、一般には製造や供給の詳しい事情がわからず判断しかねる。
➤　数値目標が掲げられているがまだまだ課題も多く残されている点は認識している。国保の保険者として、被保険者に対し情報を提供することにより医薬品の選択肢が広がると考えている。通知書の文言は適正なものにしていく必要がある。
○　差額通知について検討をするのは構わないと考える。しかし、自己負担が安くなるという点だけではなく、後発医薬品を使用しても効果が出なかったり、先発医薬品とは異なる副作用が発生したりすることがあるなど、十分な情報提供を行ってほしい。また、後発医薬品に切り替えたが、効果や副作用の面から再度先発医薬品に切り替えることができるという救済策も提示する必要がある。
➤　今回の運営協議会で貴重なご意見をいただいた。その内容についてこれから検討していきたい。国保財政運営において、医療費が急激に増加している傾向にある中、現在の保険税率のままできる限り運営していきたい。このような状況であり、被保険者に対して判断材料の１つとして後発医薬品利用差額通知を送付することでのお知らせができればよいと考えている。最終的に実施することとなれば、その内容について医師会、歯科医師会、薬剤師会などの機関と協議を経た上で行っていくので、ご理解・ご協力いただきたい。
【審議結果】
異議なし
　（３）　その他
　　　　【主な質疑・応答】（○…質疑・意見、➤…質疑に対する応答）
○　風疹の予防接種費用の補助について、新聞に府下で実施している市町村名が掲載されていたが、その中に木津川市はなかった。実施についての情報を被保険者に早く広く周知する方法は新聞が効果的だと考える。
➤　接種費用の補助について、周知方法として広報誌が最適であると考え８月号に掲載した。また、ホームページにも掲載している。
全国的にワクチンが不足している状況に陥る中で、ワクチンを確保しつつ混乱が起きないよう効果的な実施について協議を行ってきた。その結果、今回はこの時期・方法で行った。
○　新聞で市町村別平均寿命の報道記事があった。平均寿命向上のために独自の取組みを行っている市町村もあるが、木津川市の状況は。

　　　　　　➤　合併以来、各町の取組みで効果的なものを、医療関係者等からの指導を仰ぎながら実施している。認知症対策など国保だけではなく他課や各方面と協議・連携しながら継続して進めていく必要がある。
　　　　　　○　被保険者証に関して、読みやすいものとなるよう更なる工夫をされたい。毎年更新される高齢受給者証については、証の色を変えるなど新・旧証の判別がしやすいようにできないものか。また、被保険者証や各種受給者証の発行に際しては必要事項が正確に記載されているかを十分に確認した上で発行してもらいたい。
　　　　　　➤　被保険者証について、一斉更新の際に文字のレイアウトを工夫して読みやすいものにしていきたい。材質では防水面を強化する予定である。高齢受給者証も含めて改善できる点は可能な限り取組んでいきたい。また、各証発行の際には細心の注意を払って確実に行うよう努める。
○　特定健診受診券の再発行枚数が多いと聞いたが、発送時期が早すぎるのではないか。市は他にも様々な健診を実施しており、数ある案内が届けられるので混同されているケースもあると思われる。
➤　来年度に向けての課題として検討を続けていく。また、市が実施する他の健診との重複受診の可否についても複雑であり、分かりやすいものとなるよう検討を加えていく。
８．閉会

議事の終了を受けて議長が降壇し、全日程を終えて事務局が閉会を宣言した。


	その他
特記事項
	特になし
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